
郵送のみ

■補助対象者　：　SCK会員事業所

〒

■補助対象利用

※太枠内をご記入ください。

※補助対象は、SCK会員事業所が事業所名で申込みをおこなった使用料金（室料）です。(備品等の使用は対象外)

※補助額上限あり（1事業所につき年度内　10,000円まで）

※ご記入いただいた情報は、ＳＣＫ事業の目的以外には使用いたしません。

堺市産業振興センター使用料金補助申請書

「堺市産業振興センター」を使用しましたので補助金を請求します。
なお、補助金の受領については、下記の口座への振り込みを希望します。

【補助対象は、SCK会員事業所が事業所名で申込みをおこなった使用に限ります】

令和　　　年　　　月　　　日

a

サービスセンター受付印

事業所住所

確認２ 確認１ 担当

担当者名

使用日

受付番号

※貸館使用後、事業所宛の領収書または使用許可書を添付し郵送またはＳＣＫ窓口へ提出してください。(FAX・ﾒｰﾙ添付は不可)

※補助金の振込先は、SCKに登録の会費引落口座または給付金振込口座に限ります。

SCK補助額（円）
（基本使用料の20％）

計

基本使用料（円）使用施設名

事業所番号 事業所名

事業所
電話番号

代表者名

<SCK記入欄>

㊞

会費引落口座　　　・　　　給付金振込口座

■補助金振込先　（以下のどちらかを選択し〇で囲んでください）

様式― Ｊ


